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(57)【要約】
【課題】ディスク１上に点在する空き領域の中から、転
送レートに応じた容量を有する空き領域を選択して記録
信号の記録を行うことで、一連の記録信号の連続的な記
録再生を可能とする。
【解決手段】システムコントローラ３が、ディスク１に
記録されているコントロールデータに基づいて、データ
領域間の全ての空き領域の位置と容量をそれぞれ検出し
、その空き領域に所定の転送レートで記録信号の記録を
行う場合に、データ領域のシークに要する時間、第１の
トラックバッファ１０の容量等に基づいて、一連の記録
信号の連続的な記録再生が可能であるか否かを判別する
。そして、一連の記録信号の連続的な記録再生が可能で
あると判断された空き領域を選択して記録信号の記録を
行う。これにより、一連の記録信号の連続的な記録再生
を可能とすることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも記録時における記録情報の転送レートの差を吸収する一時記憶手段と、
　記録媒体上の記録情報の少なくとも記録位置を示す位置情報が記録されている管理領域
から該位置情報の再生を行う位置情報再生手段と、
　前記位置情報再生手段により再生された位置情報に基づいて、記録媒体上の記録情報が
記録されている記録領域に対する空き領域を検出する空き領域検出手段と、
　前記空き領域検出手段で検出された各空き領域の前後に位置する記録領域から前記空き
領域までシークするのに要する時間を「Ｔ」、記録時における記録媒体に対する記録情報
の転送レートを「Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記空き領域検出手段で検出さ
れた空き領域の容量を「ｍ」として、「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」を満足する場
合に、その空き領域を、連続的な記録情報の記録再生が可能な空き領域として検出する記
録可能空き領域検出手段と、
　前記記録媒体に記録する記録情報の情報量を検出する情報量検出手段と、
　前記情報量検出手段で検出された記録情報の情報量が所定の情報量以下であった場合、
該記録情報の情報量を所定の情報量とするためのダミー情報を形成するダミー情報形成手
段と、
　前記ダミー情報形成手段で形成されたダミー情報を記録情報に付加することにより、該
記録情報の情報量を所定の情報量として前記空き領域検出手段により検出された空き領域
に、前記一時記憶手段を介して記録する記録手段と
　を有することを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　少なくとも記録時における記録情報の転送レートの差を吸収する一時記憶手段と、
　記録媒体上の記録情報の少なくとも記録位置を示す位置情報が記録されている管理領域
から該位置情報の再生を行う位置情報再生手段と、
　前記位置情報再生手段により再生された位置情報に基づいて、記録媒体上の記録情報が
記録されている記録領域に対する空き領域を検出する空き領域検出手段と、
　前記空き領域検出手段で検出された各空き領域の前後に位置する記録領域から前記空き
領域までシークするのに要する時間を「Ｔ」、記録時における記録媒体に対する記録情報
の転送レートを「Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記一時記憶手段の容量を「Ｃ
」、前記空き領域検出手段で検出された空き領域の容量を「ｍ」として、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」
及び「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」を満足する場合に、その空き領域を、連続的な
記録情報の記録再生が可能な空き領域として検出する記録可能空き領域検出手段と、
　前記記録媒体に記録する記録情報の情報量を検出する情報量検出手段と、
　前記情報量検出手段で検出された記録情報の情報量が所定の情報量以下であった場合、
該記録情報の情報量を所定の情報量とするためのダミー情報を形成するダミー情報形成手
段と、
　前記ダミー情報形成手段で形成されたダミー情報を記録情報に付加することにより、該
記録情報の情報量を所定の情報量として前記空き領域検出手段により検出された空き領域
に、前記一時記憶手段を介して記録する記録手段と
　を有することを特徴とする情報記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＤＶＤ記録再生装置（ＤＶＤ：デジタルビデオディスク或いはデジタ
ルバーサタイルディスク）やＨＤＤ装置（ＨＤＤ：ハードディスクドライブ）等に設けて
好適な記録装置に関し、特に複数の転送レートでの記録が可能である場合に、記録媒体上
に点在する空き領域の中から、各転送レート毎に連続記録再生が可能となる空き領域を検
出して記録信号の記録を行うことにより、映画等の連続的な情報の連続的な記録再生を可
能とした記録装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、ＭＰＥＧ技術を用いて画像情報や音声情報等の所定の情報に圧縮伸長処理を施し
て例えばＤＶＤ（デジタルビデオディスク或いはデジタルバーサタイルディスク）に記録
再生を行う記録再生装置が知られている。
【０００３】
　この記録再生装置には、数種類のアングル中から希望した１つのアングルを選択した際
に、ディスク上に間欠的に記録されている前記選択されたアングルに対応する情報を、ジ
ャンプしながら間欠的に再生するマルチアングル機能が設けられている。
【０００４】
　また、この記録再生装置には、例えば高画質記録モード、中間画質記録モード及び普通
画質記録モードが設けられており、この各記録モードを選択して情報の記録が可能となっ
ている。具体的には、高画質記録モードでは、例えば８Ｍｂｐｓの転送レートの情報を２
時間分記録可能となっており、中間画質記録モードでは、例えば４Ｍｂｐｓの転送レート
の情報を４時間分記録可能となっている。また、普通画質記録モードでは、２Ｍｂｐｓの
転送レートの情報を８時間分記録可能となっている。
【０００５】
　従来の記録再生装置には、所定ビットのメモリ（以下トラックバッファ（ＴＢ）という
。）が設けられており、このトラックバッファを介して情報の記録再生を行うことで、転
送レートの異なる情報の転送レートの差を吸収して前記マルチアングル機能や各記録モー
ドでの記録等を実現するようになっている。
【０００６】
　具体的には、前記トラックバッファとしては、例えば４ＭバイトのＤＲＡＭが設けられ
ており、可変転送レートで８Ｍｂｐｓの転送速度の情報を０．５秒程度記憶することがで
きるようになっている。ただ、今日においては、この４Ｍバイトのトラックバッファが使
用されることは少なく、この容量以上の、例えば１６Ｍバイト或いは６４Ｍバイトのトラ
ックバッファを使用するのが一般的となっている。１６Ｍバイトのトラックバッファは、
可変転送レートで８Ｍｂｐｓの転送速度の情報を２秒程度記憶することができ、６４Ｍバ
イトのトラックバッファは、可変転送レートで８Ｍｂｐｓの転送速度の情報を８秒程度記
憶することができるようになっている。
【０００７】
　特開平１０－９２１５８号の特許公開公報には、この間欠的に再生する信号の連続性を
維持するために、装置として必要なシーク時間とトラックバッファの容量との関係が開示
されている。
【特許文献１】特開平１０－９２１５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、ディスクが記録可能なディスクである場合、一度記録したものを一部消去する
等の編集を行うと、空き領域と記録済み領域とがそれぞれ不規則に点在することとなるた
め、記録再生を行う情報の連続性をトラックバッファの容量で確保することが困難となる
問題を生ずる。
【０００９】
　すなわち、前記４Ｍｂｉｔのトラックバッファの場合、前述のように転送レートが８Ｍ
ｂｐｓの情報を０．５ｓｅｃ分の記憶可能なのであるが、複数回にわたり記録や消去を行
うことで、ディスク上のある空き領域から次の空き領域までの間が０．５ｓｅｃ以上離れ
てしまった場合には、情報を連続的に記録再生することができない。
【００１０】
　また、ある空き領域から次の空き領域までの間が０．５ｓｅｃ以上離れてしまった場合
において、前記８Ｍｂｐｓの転送レートの情報を８秒分記憶可能な６４ＭＢのトラックバ
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ッファを設けたとしても、入力される情報の転送レートが８Ｍｂｐｓで、ディスクに記録
する際の転送レートが１０Ｍｂｐｓであった場合には、記録待ち時間の比率は（１０－８
）／１０＝０．２となる。すなわち、記録中に２０％に相当する時間をシークに要してし
まうと、トラックバッファの容量を増やしたとしても、やはり入力された情報を連続的に
記録再生することはできない。
【００１１】
　このように情報を連続的に記録再生するためには、入力される情報の転送レートと、ト
ラックバッファの容量と、媒体に記録する際に情報の転送レートと、媒体の空き領域と、
媒体の空き領域或いは記録済み領域をシークするシーク時間とが大きく影響する。
【００１２】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、編集等により媒体上に空き領域が
点在する状態となった場合でも、所定の情報を連続的に記録再生可能とすることができる
ような記録装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１に記載の本発明に係る記録装置は、上述の課題を解決するための手段として、
少なくとも記録時における記録情報の転送レートの差を吸収する一時記憶手段と、記録媒
体上の記録情報の少なくとも記録位置を示す位置情報が記録されている管理領域から該位
置情報の再生を行う位置情報再生手段と、前記位置情報再生手段により再生された位置情
報に基づいて、記録媒体上の記録情報が記録されている記録領域に対する空き領域を検出
する空き領域検出手段とを有する。
【００１４】
　また、これら各手段に加え、前記空き領域検出手段で検出された各空き領域の前後に位
置する記録領域から前記空き領域までシークするのに要する時間を検出するシーク時間検
出手段と、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記一時記憶手段の容量を「Ｃ」、前記シー
クに要する時間を「Ｔ」として、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」を満足する場合に、その空き領域を連続
的な記録情報の記録再生が可能な空き領域として検出する記録可能空き領域検出手段と、
前記記録可能空き領域検出手段により検出された空き領域に対して、前記一時記憶手段を
介して記録情報の記録を行う記録手段とを有する。
【００１５】
　請求項２に記載の本発明に係る記録装置は、上述の課題を解決するための手段として、
少なくとも記録時における記録情報の転送レートの差を吸収する一時記憶手段と、記録媒
体上の記録情報の少なくとも記録位置を示す位置情報が記録されている管理領域から該位
置情報の再生を行う位置情報再生手段と、前記位置情報再生手段により再生された位置情
報に基づいて、記録媒体上の記録情報が記録されている記録領域に対する空き領域を検出
する空き領域検出手段と、前記空き領域検出手段で検出された各空き領域の前後に位置す
る記録領域から前記空き領域までシークするのに要する時間を検出するシーク時間検出手
段とを有する。
【００１６】
　また、これら各手段に加え、記録時における記録媒体に対する記録情報の転送レートを
「Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記空き領域検出手段で検出された空き領域の
容量を「ｍ」、前記シークに要する時間を「Ｔ」として、「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－
Ｂ）」を満足する場合に、その空き領域を、連続的な記録情報の記録再生が可能な空き領
域として検出する記録可能空き領域検出手段と、前記記録可能空き領域検出手段により検
出された空き領域に対して、前記一時記憶手段を介して記録情報の記録を行う記録手段と
を有する。
【００１７】
　請求項３に記載の本発明に係る記録装置は、上述の課題を解決するための手段として、
少なくとも記録時における記録情報の転送レートの差を吸収する一時記憶手段と、記録媒
体上の記録情報の少なくとも記録位置を示す位置情報が記録されている管理領域から該位
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置情報の再生を行う位置情報再生手段と、前記位置情報再生手段により再生された位置情
報に基づいて、記録媒体上の記録情報が記録されている記録領域に対する空き領域を検出
する空き領域検出手段と、前記空き領域検出手段で検出された各空き領域の前後に位置す
る記録領域から前記空き領域までシークするのに要する時間を検出するシーク時間検出手
段とを有する。
【００１８】
　また、これら各手段に加え、記録時における記録媒体に対する記録情報の転送レートを
「Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記一時記憶手段の容量を「Ｃ」、前記空き領
域検出手段で検出された空き領域の容量を「ｍ」、前記シークに要する時間を「Ｔ」とし
て、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」及び「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」を満足する場合に、その空
き領域を、連続的な記録情報の記録再生が可能な空き領域として検出する記録可能空き領
域検出手段と、前記記録可能空き領域検出手段により検出された空き領域に対して、前記
一時記憶手段を介して記録情報の記録を行う記録手段とを有する。
【００１９】
　請求項４に記載の本発明に係る記録装置は、上述の課題を解決するために、前記記録可
能空き領域検出手段として、記録信号の転送レートに対応する容量以上の容量を有する空
き領域に対してのみ、連続的な記録情報の記録再生が可能であるか否かの判断を行うもの
を設ける。
【００２０】
　請求項５に記載の本発明に係る記録装置は、上述の課題を解決するための手段として、
少なくとも記録時における記録情報の転送レートの差を吸収する一時記憶手段と、記録媒
体上の記録情報の少なくとも記録位置を示す位置情報が記録されている管理領域から該位
置情報の再生を行う位置情報再生手段と、前記位置情報再生手段により再生された位置情
報に基づいて、記録媒体上の記録情報が記録されている記録領域に対する空き領域を検出
する空き領域検出手段と、前記記録媒体に記録する記録情報の情報量を検出する情報量検
出手段とを有する。
【００２１】
　また、これら各手段に加え、前記情報量検出手段で検出された記録情報の情報量が所定
の転送レートに対応する情報量以下であった場合、該記録情報の情報量を所定の転送レー
トに対応する情報量とするためのダミー情報を形成するダミー情報形成手段と、前記ダミ
ー情報形成手段で形成されたダミー情報を記録情報に付加することにより、該記録情報の
情報量を所定の転送レートに対応する情報量として前記空き領域検出手段により検出され
た空き領域に記録する記録手段とを有する。
　請求項６に記載の本発明に係る記録装置は、上述の課題を解決するための手段として、
記録情報の転送レートに対応する前記空き領域の容量、及び／又は、記録情報の転送レー
トに対応する実質的な記録可能時間を少なくとも表示する表示手段を有する。
【発明の効果】
【００２２】
　請求項１に記載の本発明に係る記録装置は、記録可能空き領域検出手段が、記録情報の
転送レートを「Ｂ」、前記一時記憶手段の容量を「Ｃ」、前記記録領域のシークに要する
時間を「Ｔ」として、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」の容量以上の容量を有する空き領域を、連続的な記
録情報の記録再生が可能な空き領域として検出するため、記録情報の転送レートに応じた
空き領域を検出することができる。このため、この空き領域に対して選択的に記録情報の
記録再生を行うことで、記録情報の転送レートに応じた連続的な記録再生を可能とするこ
とができる。
　請求項２に記載の本発明に係る記録装置は、記録可能空き領域検出手段が、記録時にお
ける記録媒体に対する記録情報の転送レートを「Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、
前記空き領域検出手段で検出された空き領域の容量を「ｍ」、前記記録領域のシークに要
する時間を「Ｔ」として、「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」の容量以上の容量を有す
る空き領域を、連続的な記録情報の記録再生が可能な空き領域として検出するため、記録
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情報の転送レートに応じた空き領域を検出することができる。このため、この空き領域に
対して選択的に記録情報の記録再生を行うことで、記録情報の転送レートに応じた連続的
な記録再生を可能とすることができる。
　請求項３に記載の本発明に係る記録装置は、記録可能空き領域検出手段が、記録時及び
再生時における記録媒体に対する記録情報の転送レートを「Ａ」、記録情報の転送レート
を「Ｂ」、前記一時記憶手段の容量を「Ｃ」、前記空き領域検出手段で検出された空き領
域の容量を「ｍ」、前記記録領域のシークに要する時間を「Ｔ」として、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」
及び「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」の容量以上の容量を有する空き領域を、連続的
な記録情報の記録再生が可能な空き領域として検出するため、記録情報の転送レートに応
じた空き領域をさらに正確に検出することができる。このため、この空き領域に対して選
択的に記録情報の記録再生を行うことで、記録情報の転送レートに応じた連続的な記録再
生を確実に可能とすることができる。
　請求項４に記載の本発明に係る記録装置は、記録可能空き領域検出手段が、記録信号の
転送レートに対応する容量以上の容量を有する空き領域に対してのみ、連続的な記録情報
の記録再生が可能であるか否かの判断を行うため、全ての空き領域に対してこの判断を行
う場合よりも、対応する空き領域を高速で検索することができ、記録情報の記録に要する
時間の短縮化を図ることができる。
　請求項５に記載の本発明に係る記録装置は、記録情報の情報量が所定の転送レートに対
応する情報量以下であった場合に、ダミー情報形成手段で形成されたダミー情報を記録情
報に付加することで、該記録情報の情報量を所定の転送レートに対応する情報量としたう
えで記録媒体に記録するようにしている。このため、記録情報の削除を行った際には、こ
の所定の転送レートに対応する情報量の容量の空き領域が形成されることとなる。従って
、空き領域の容量の検出を行うことなく記録情報の記録を可能とすることができ、記録情
報の記録に要する時間の短縮化を図ることができる。
　請求項６に記載の本発明に係る記録装置は、表示手段が、記録情報の転送レートに対応
する前記空き領域の容量、及び（又は）、記録情報の転送レートに対応する実質的な記録
可能時間を少なくとも表示することにより、ユーザに対して記録情報の記録に対する判断
材料を提供することができる。このため、ユーザは、記録情報の転送レートを適宜選択す
ることで、記録媒体上の空き領域を有効に利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明に係る記録装置は、図１に示すようなＤＶＤ記録再生装置に適用することができ
る。この本発明の第１の実施の形態となるＤＶＤ記録再生装置は、相変化材料で形成され
た記録型のＤＶＤ－ＲＷディスク１（ＤＶＤリライタブルディスク：以下、単にディスク
１という。）に対して映像情報及び音声情報等の所定の情報を、線速度一定（ＣＬＶ）で
記録再生するようになっている。
【００２４】
　このディスク１の１周分のデータ量は、ディスク内周で２ＥＣＣブロック程度（１ＥＣ
Ｃブロックは、エラー訂正の処理単位で１６セクタからなる。）、ディスク外周で４ＥＣ
Ｃブロック程度となっている。また、このディスク１の回転周期は、ディスク内周で４０
msec、ディスク外周で８０msec程度となっている。
【００２５】
　このようなＤＶＤ記録再生装置は、例えば操作パネルやリモートコントローラ（リモコ
ン）等である操作部２から記録再生の指定がなされると、システムコントローラ３がこれ
を検出し、ドライバ５及びスピンドルモータ９をディスク１を線速度一定に回転駆動する
と共に、サーボ制御回路４及びドライバ５を介して光学ピックアップ６のアクチュエータ
を駆動して、指定された記録トラックに光学ピックアップ６を移動制御する。
【００２６】
　光学ピックアップ６はディスク１にレーザビームを照射して得られた反射光に基づいて
、再生信号（ＲＦ信号）、トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号及びコントロ
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ールデータを形成する。プリアンプ７は、トラッキングエラー信号、フォーカスエラー信
号及びコントロールデータをサーボ制御回路４にそれぞれ帰還する。サーボ制御回路４は
、この帰還されたコントロールデータに基づいて、目的のトラックのセクタを再生するよ
うにアクチュエータを駆動してピックアップを移動制御する。また、サーボ制御回路４は
、トラッキングエラー信号及びフォーカスエラー信号に基づいて、トラッキングエラー及
びフォーカスエラーがそれぞれ零となるようにドライバ５を介して光学ピックアップ６を
制御する（フィードバック制御）。
【００２７】
　また、プリアンプ７は、再生信号に対して所定のイコライジング処理を施すことで周波
数特性を最適化すると共に、ＰＬＬ回路で位相制御を施して信号処理回路８に供給する。
また、プリアンプ７は、ジッタ生成回路により、ＰＬＬ回路のビットクロックと再生信号
の時間軸とを比較することでジッタ値を形成し、これをシステムコントローラ３に供給す
る。システムコントローラ３は、このジッタ値を検出し、この検出したジッタ値に基づい
て、記録時における波形補正制御を行う。
【００２８】
　信号処理回路８は、再生信号がＭＰＥＧの可変転送レートで圧縮符号化されたデータで
ある場合、この再生信号を例えば６４Ｍバイトの第１のトラックバッファ１０（例えばＤ
ＲＡＭ）に一時的に記憶して読み出すことで、再生信号の可変転送レートの時間変動分を
吸収する。そして、この第１のトラックバッファ１０から読み出された再生信号をデジタ
ル化して同期検出を行い、ＥＦＭ＋信号（８－１６変調信号）となっている再生信号をＮ
ＲＺデータ（ＮＲＺ：Non Return to Zero）の形態にデコードすると共にＮＲＺデータに
エラー訂正処理を施し、これをＡＶ符号化復号化部１１に供給する。
【００２９】
　ＡＶ符号化復号化部１１は、信号処理回路８から供給された再生信号を、例えば６４Ｍ
バイトの第２のトラックバッファ１２に書き込み制御及び読み出し制御しながら、ＭＰＥ
Ｇ技術に基づいて圧縮符号化され且つオーディオデータとビデオデータが多重化されてい
る前記再生信号を、圧縮オーディオデータと圧縮ビデオデータに分離すると共に、それぞ
れをＭＰＥＧ技術に基づいて伸長復号化処理する。
【００３０】
　そして、伸長復号化処理したオーディオデータをアナログ化して、例えばテレビジョン
受像機のスピーカ部１３に供給する。これにより、ディスク１に記録されているオーディ
オデータに対応する音響出力を得ることができる。また、ＡＶ符号化復号化部１１は、伸
長復号化処理したビデオデータを表示制御部１４に供給する。表示制御部１４は、このビ
デオデータを例えばＮＴＳＣ方式のテレビジョン信号に変換し、これをテレビジョン受像
機の表示部１５に供給する。これにより、ディスク１に記録されているビデオデータに対
応する映像出力を得ることができる。
【００３１】
　以上、簡単ではあるが当該実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の全体的な動作を説明した
が、以下、「記録時の動作」及び「再生時の動作」に分けてそれぞれ説明する。
【００３２】
　まず、「記録時の動作」であるが、当該実施の形態のＤＶＤ記録再生装置は、例えば画
像を記録する場合に、８Ｍｂｐｓの転送レートで２時間分の画像の記録が可能な高画質記
録モード、４Ｍｂｐｓの転送レートで４時間の画像の記録が可能な中間画質記録モード、
及び２Ｍｂｐｓの転送レートで８時間の画像の記録が可能な普通画質記録モードの３つの
記録モードが設けられており、ユーザは、この３つの記録モードの中から所望の記録モー
ドを選択し、これを操作部２を操作して入力する。
【００３３】
　システムコントローラ３は、このユーザにより入力された記録モードを検出すると、該
記録モードに対応する転送レートをＡＶ符号化復号化部１１に設定すると共に、サーボ制
御回路３及びドライバ５を介してスピンドルモータ９を線速度一定に回転制御し、光学ピ
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ックアップ６を駆動制御してレーザースポットをディスク１上に照射する。そして、これ
により再生された、信号トラックに予め記録されているアドレス信号に基づいて、光学ピ
ックアップ６を目的のセクタに移動制御する。
【００３４】
　なお、この例では、ディスク１を線速度一定（ＣＬＶ）に制御することとしたが、これ
は、角速度一定（ＣＡＶ）、ゾーンＣＡＶ等で制御してもよい。ゾーンＣＡＶとした場合
、内周と外周の線速度が３０ゾーン程度に変更になるような場合でも、トラックのアドレ
ス位置をシステムコントローラ３が管理しながら、それぞれの位置にて角速度を設定する
。
【００３５】
　ＡＶ符号化復号化部１１は、入力端子１６を介して供給される記録信号（映像情報及び
音声情報等）を、第２のトラックバッファ１２に対して書き込み及び読み出し制御しなが
ら、ＭＰＥＧ技術を用いて所定の記録単位に圧縮符号化処理し、これを信号処理回路８に
供給する。
【００３６】
　システムコントローラ３は、コントロールデータに基づいて記録信号の圧縮レートを検
出する。信号処理回路８は、システムコントローラ３により検出された圧縮レートに基づ
いて、第１のトラックバッファ１０に「ＦＵＬＬ」と「ＥＭＰ
ＴＹ」の値をそれぞれ設定し、ＡＶ符号化復号化部１１により圧縮符号化処理された記録
信号を第１のトラックバッファ１０に一時的に記憶して読み出すことで、再生信号の可変
転送レートの時間変動分を吸収する。
【００３７】
　具体的には、図２（ａ）は普通画質記録モード（転送レートが２Ｍｂｐｓの記録モード
）における、第１のトラックバッファ１０の記憶領域のデータの占有量の遷移を示す図な
のであるが、この図からわかるように、時間ｔ１及び時間ｔ３の間は、２Ｍｂｐｓの転送
レートで第１のトラックバッファ１０へ記録情報の書き込みが行われる。前述のように、
この第１のトラックバッファ１０へ記録情報の書き込みを行っている間（時間ｔ１及び時
間ｔ３の間）は、光学ピックアップ６は、待機状態に制御される。
【００３８】
　なお、ＤＶＤ－ＲＷ（ＲＷ：リライタブル）の場合、１倍速でのディスクへの書き込み
速度は１１．０８Ｍｂｐｓ又は１０．０８Ｍｂｐｓであるが、この例においては説明を簡
素化するために、１倍速でのディスクへの書き込み速度を例えば１０Ｍｂｐｓとして説明
する。
【００３９】
　第１のトラックバッファ１０に書き込まれた記録情報は、この場合、ディスク１への書
き込み速度が１０Ｍｂｐｓであるため、「１０Ｍｂｐｓ－２Ｍｂｐｓ＝８Ｍｂｐｓ」の速
度で、時間ｔ２及び時間ｔ４の間に読み出される。光学ピックアップ６は、この第１のト
ラックバッファ１０から記録情報が読み出されたタイミングで駆動状態に制御される。こ
れにより、前記記録情報がディスク１に記録されることとなる。
【００４０】
　同様に、図２（ｂ）は中間画質記録モード（転送レートが４Ｍｂｐｓの記録モード）に
おける、第１のトラックバッファ１０の記憶領域のデータの占有量の遷移を示す図なので
あるが、この図からわかるように、時間ｔ１及び時間ｔ３の間は、４Ｍｂｐｓの転送レー
トで第１のトラックバッファ１０へ記録情報の書き込みが行われる。そして、この第１の
トラックバッファ１０に書き込まれた記録情報は、「１０Ｍｂｐｓ－４Ｍｂｐｓ＝６Ｍｂ
ｐｓ」の速度で、時間ｔ２及び時間ｔ４の間に読み出されディスク１に記録される。
【００４１】
　同様に、図２（ｃ）は高画質記録モード（転送レートが８Ｍｂｐｓの記録モード）にお
ける、第１のトラックバッファ１０の記憶領域のデータの占有量の遷移を示す図なのであ
るが、この図からわかるように、時間ｔ１及び時間ｔ３の間は、８Ｍｂｐｓの転送レート
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で第１のトラックバッファ１０へ記録情報の書き込みが行われる。そして、この第１のト
ラックバッファ１０に書き込まれた記録情報は、「１０Ｍｂｐｓ－８Ｍｂｐｓ＝２Ｍｂｐ
ｓ」の速度で、時間ｔ２及び時間ｔ４の間に読み出されディスク１に記録される。
【００４２】
　このように、当該実施の形態のＤＶＤ記録再生装置においては、ディスクの記録再生時
の転送レートである１０Ｍｂｐｓに対して、記録時の転送レートを２Ｍｂｐｓ、４Ｍｂｐ
ｓ及び８Ｍｂｐｓと低く設定してあるため、図２（ａ）～（ｃ）に示す時間ｔ１或いは時
間ｔ３で示す光学ピックアップ６を待機状態に制御している間に、各転送レートの差を吸
収することができ、連続的に記録情報の記録を行うことができる。
【００４３】
　次に、「再生時の動作」であるが、当該実施の形態のＤＶＤ記録再生装置は、再生時と
なると、システムコントローラ３が再生指定されたトラックの位置に光学ピックアップ６
を移動制御すると共に、ディスク１に記録されている前記コントロールデータに基づいて
記録時の圧縮レートを検出する。信号処理回路８は、システムコントローラ３により検出
された圧縮レートに基づいて、第１のトラックバッファ１０に「ＦＵＬＬ」と「ＥＭＰＴ
Ｙ」の値をそれぞれ設定し、光学ピックアップ６により再生された再生信号を第１のトラ
ックバッファ１０に書き込み制御する。
【００４４】
　信号処理回路８は、第１のトラックバッファ１０の記憶領域の残量を監視しており、こ
の第１のトラックバッファ１０への再生信号の書き込みにより、第１のトラックバッファ
１０の残量が「ＥＭＰＴＹ」を越えたタイミングで、第１のトラックバッファ１０に書き
込まれた再生信号の読み出しを開始し、これをＡＶ符号化復号化部１１に供給する。
【００４５】
　ＡＶ符号化復号化部１１は、前述のように第２のトラックバッファ１２に再生信号を書
き込み及び読み出し制御しながらＭＰＥＧ技術を用いて該再生信号を伸長復号化処理し、
音声信号と映像信号とを分離してそれぞれスピーカ部１３及び表示部１５に供給する。
【００４６】
　この再生信号の読み出しが行われているときでも、第１のトラックバッファ１０への再
生信号の書き込みは継続されているのであるが、以下に説明するように第１のトラックバ
ッファ１０への再生信号の読み出し速度よりも書き込み速度の方が速いため、再生信号は
読み出し以上に第１のトラックバッファ１０に書き込まれる。従って、第１のトラックバ
ッファ１０から再生信号が読み出されているときでも、該第１のトラックバッファ１０の
前記残量は徐々に減少する（書き込まれた再生信号が徐々に蓄積される。）。
【００４７】
　システムコントローラ３は、第１のトラックバッファ１０の記憶領域の残量が「ＦＵＬ
Ｌ」となったタイミングで再生を一時停止するように光学ピックアップ６を制御する。こ
れと共に信号処理回路８は、第１のトラックバッファ１０への再生信号の書き込みを一時
停止する。これにより、第１のトラックバッファ１０に書き込まれた再生信号が信号処理
回路８により読み出されるだけとなるため、第１のトラックバッファ１０の記憶領域の残
量は徐々に増加する。
【００４８】
　システムコントローラ３は、このように増加する第１のトラックバッファ１０の記憶領
域の残量が「ＥＭＰＴＹ」となったタイミングで再生を再開するように光学ピックアップ
６を制御する。これと共に信号処理回路８は、第１のトラックバッファ１０への再生信号
の書き込みを再開する。
【００４９】
　そして、信号処理回路８は、前述のように第１のトラックバッファ１０の記憶領域の残
量が「ＦＵＬＬ」となるまで該第１のトラックバッファ１０に再生信号を書き込み制御す
る。
【００５０】
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　具体的には、図３（ａ）は普通画質記録モード（転送レートが２Ｍｂｐｓの記
録モード）で記録された記録信号の再生時における第１のトラックバッファ１０の記憶領
域のデータの占有量の遷移を示す図なのであるが、この図からわかるように、この場合、
ディスクへの記録信号の書き込み速度は１０Ｍｂｐｓであるため、再生が開始されてから
第１のトラックバッファ１０の記憶領域の残量が「ＥＭＰＴＹ」となるまでの時間ｔ１の
間は、第１のトラックバッファ１０へは１０Ｍｂｐｓの転送レートで再生信号の書き込み
が行われ、該残量が「ＥＭＰＴＹ」から「ＦＵＬＬ」となるまでの時間ｔ２，時間ｔ４，
時間ｔ６の間は、「１０Ｍｂｐｓ－２Ｍｂｐｓ＝８Ｍｂｐｓ」の転送レートで第１のトラ
ックバッファ１０に再生信号の書き込みが行われる。
【００５１】
　また、光学ピックアップ６の再生動作、及び第１のトラックバッファ１０への書き込み
動作がそれぞれ一時停止制御される間である、該第１のトラックバッファ１０の残量が「
ＦＵＬＬ」から「ＥＭＰＴＹ」となるまでの時間ｔ３，時間ｔ５の間は、２Ｍｂｐｓの転
送レートで第１のトラックバッファ１０から再生信号の読み出しが行われる。
【００５２】
　同様に、図３（ｂ）は中間画質記録モード（転送レートが４Ｍｂｐｓの記録モード）で
記録された記録信号の再生時における第１のトラックバッファ１０の記憶領域のデータの
占有量の遷移を示す図なのであるが、この図からわかるように再生が開始されてから第１
のトラックバッファ１０の記憶領域の残量が「ＥＭＰＴＹ」となるまでの時間ｔ１の間は
、第１のトラックバッファ１０へは１０Ｍｂｐｓの転送レートで再生信号の書き込みが行
われ、該残量が「ＥＭＰＴＹ」から「ＦＵＬＬ」となるまでの時間ｔ２，時間ｔ４，時間
ｔ６の間は、「１０Ｍｂｐｓ－４Ｍｂｐｓ＝６Ｍｂｐｓ」の転送レートで第１のトラック
バッファ１０に再生信号の書き込みが行われる。
【００５３】
　また、光学ピックアップ６の再生動作、及び第１のトラックバッファ１０への書き込み
動作がそれぞれ一時停止制御される間である、該第１のトラックバッファ１０の残量が「
ＦＵＬＬ」から「ＥＭＰＴＹ」となるまでの時間ｔ３，時間ｔ５の間は、４Ｍｂｐｓの転
送レートで第１のトラックバッファ１０から再生信号の読み出しが行われる。
【００５４】
　同様に、図３（ｃ）は高画質記録モード（転送レートが８Ｍｂｐｓの記録モード）で記
録された記録信号の再生時における第１のトラックバッファ１０の記憶領域のデータの占
有量の遷移を示す図なのであるが、この図からわかるように再生が開始されてから第１の
トラックバッファ１０の記憶領域の残量が「ＥＭＰＴＹ」となるまでの時間ｔ１の間は、
第１のトラックバッファ１０へは１０Ｍｂｐｓの転送レートで再生信号の書き込みが行わ
れ、該残量が「ＥＭＰＴＹ」から「ＦＵＬＬ」となるまでの時間ｔ２，時間ｔ４，時間ｔ
６の間は、「１０Ｍｂｐｓ－８Ｍｂｐｓ＝２Ｍｂｐｓ」の転送レートで第１のトラックバ
ッファ１０に再生信号の書き込みが行われる。
【００５５】
　また、光学ピックアップ６の再生動作、及び第１のトラックバッファ１０への書き込み
動作がそれぞれ一時停止制御される間である、該第１のトラックバッファ１０の残量が「
ＦＵＬＬ」から「ＥＭＰＴＹ」となるまでの時間ｔ３，時間ｔ５の間は、８Ｍｂｐｓの転
送レートで第１のトラックバッファ１０から再生信号の読み出しが行われる。
【００５６】
　このように、当該実施の形態のＤＶＤ記録再生装置においては、ディスクの記録再生時
の転送レートである１０Ｍｂｐｓに対して、再生時の転送レートを２Ｍｂｐｓ、４Ｍｂｐ
ｓ及び８Ｍｂｐｓと低く設定してあるため、図３（ａ）～（ｃ）に示す時間ｔ３或いは時
間ｔ５で示す光学ピックアップ６を待機状態に制御している間に、各転送レートの差を吸
収することができ、連続的に記録情報の再生を行うことができる。
【００５７】
　すなわち、記録時或いは再生時においても、各転送レートの差の時間は、ディスク上に
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記録信号の記録を行わない時間、或いは再生を行わない時間であるため、この分時間的な
余裕を持つことができる。従って、ディスク上の記録を行う領域或いは再生を行う領域が
一旦途切れたとしても、前記記録を行わない時間或いは再生を行わない時間内に、次に記
録を行う領域或いは再生を行う領域に光学ピックアップ６を移動制御することができ、動
画等を連続的に記録或いは再生することができる。
【００５８】
　次に、当該実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の実際の記録動作の説明をする。
図４（ａ）は、上述の記録動作で記録されたディスク上の記録信号（音声情報及び映像情
報等）を模式的に示す図であり、この例においては、コントロールデータに続いて記録信
号のファイル１（Ｆｉｌｅ１）～ファイル８（Ｆｉｌｅ８）がそれぞれディスク１上に記
録されている。なお、コントロールデータが記録されている側がディスク内周側、記録信
号の一つであるファイル８（Ｆｉｌｅ８）が記録されている側がディスク外周側となって
いる。
【００５９】
　ここで、ユーザが、前記操作部２を操作することでディスク１上に記録されている全フ
ァイル（ファイル１～ファイル８）の中からファイル２，ファイル４，ファイル６，ファ
イル８を削除したとすると、図４（ｂ）に示すようにディスク１上に４つの分割された空
き領域が形成される。
【００６０】
　システムコントローラ３は、以下に説明する演算を行い、この演算結果に基づいて新た
な記録信号を各空き領域に分割して記録することにより、一連の記録信号を連続して各空
き領域に記録可能とし、また、各空き領域に分割して記録された各記録信号を連続して再
生可能としている。
【００６１】
　図５に、システムコントローラ３が実行する記録制御のフローチャートを示す。このフ
ローチャートは、当該ＤＶＤ記録再生装置のメイン電源が投入されることでスタートとな
り、システムコントローラ３がステップＳ１からステップＳ７の各ルーチンの実行を開始
する。
【００６２】
　まず、ステップＳ１では、システムコントローラ３が、光学ピックアップ６を制御して
ディスク内周に記録されている前記コントロールデータ（図４（ａ）参照）を再生し、こ
れを第１のトラックバッファ１０に一旦記憶してステップＳ２に進む。
【００６３】
　ステップＳ２では、システムコントローラ３が、この第１のトラックバッファ１０に記
憶されたコントロールデータ中に記録されている、データ領域中に記録されているビデオ
ファイル等のデータの開始アドレスと終了アドレスの位置から、ディスク１上の一部又は
全ての空き領域の開始アドレス及び終了アドレスを検出すると共に、該各空き領域の容量
を計算してステップＳ３に進む。
【００６４】
　ステップＳ３では、システムコントローラ３が、空き領域と次の空き領域との間に存在
する各データ領域の大きさを計算すると共に、各データ領域のシークに要する時間である
シーク時間を検出してステップＳ４に進む。
【００６５】
　このシーク時間は、ディスク１がＣＬＶ制御であるため、空き領域の終了アドレスから
次の空き領域の開始アドレスまでの間のアドレス差を計算し、システムコントローラ３内
のＲＯＭに記憶されているシークテーブルを参照することでトラック移動本数を求め、こ
のトラック移動本数に基づいて、後に説明する所定の係数演算を行うことで算出される。
【００６６】
　次にステップＳ４では、システムコントローラ３が、２Ｍｂｐｓ，４Ｍｂｐｓ，８Ｍｂ
ｐｓの各転送レートの中から予め標準として定められた例えば８Ｍｂｐｓの転送レートに
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基づいて、各データ領域のシーク時間中に、前記第１のトラックバッファ１０が「Ｆｕｌ
ｌ」になるか否か（連続記録再生を可能とする空き領域か否か）を各空き領域毎に判別し
てステップＳ５に進む。
【００６７】
　なお、この例では、８Ｍｂｐｓの転送レートに基づいて、その空き領域が連続記録に適
しているか否かの演算を行うこととしたが、これは、操作部３を用いてユーザが任意に変
更可能となっており、例えば転送レートとして２Ｍｂｐｓの転送レートが選択された場合
はこの２Ｍｂｐｓの転送レートに基づいて、４Ｍｂｐｓの転送レートが選択された場合は
この４Ｍｂｐｓの転送レートに基づいてシステムコントローラ３が前記演算を行うことと
なる。
【００６８】
　次に、ステップＳ５では、システムコントローラ３が、連続再生に適していない空き領
域を除いた各空き領域（連続再生を可能とする空き領域）に基づいて、記録順序を決定す
ると共に、この決定した全空き領域の容量に対して転送レートを乗算して記録可能時間を
計算して図１に示す表示部１５に表示してステップＳ６に進む。
【００６９】
　すなわち、
　ディスク１への記録再生の転送レートをＡ（Ｍｂｐｓ）、
　入力信号の圧縮後の転送レート　　　をＢ（Ｍｂｐｓ）、
　第１のトラックバッファ１０の容量　をＣ（Ｍｂ）、
　所定のシーク時間　　　　　　　　　をＴ（ｍｓｅｃ）、
　所定の領域の記録時間　　　　　　　をＴｗ（ｍｓｅｃ）、
　所定の領域の記録容量　　　　　　　をｍ（Ｍｂ）
としてステップＳ２～ステップＳ５における演算動作をさらに詳しく説明すると、まず、
図６に示す第１の空き領域の記録容量をｍとした場合、この第１の空き領域に記録信号を
記録する際に要する時間（記録時間Ｔｗ）は、「Ｔｗ＝ｍ／Ａ」となる。
【００７０】
　ここで、記録済み領域をシーク中に第１のトラックバッファ１０を「Ｆｕｌｌ」にしな
いために  BR>ヘ、第１のトラックバッファ１０の容量Ｃを入力信号の転送レートＢで記
録している時間よりも、シーク時間Ｔを短くする必要がある（Ｃ／Ｂ＞Ｔ）。なお、この
シーク時間Ｔは、トラックを移動する時間及び回転待ち時間を含む時間である。
【００７１】
　次に、図６に示す第１の空き領域に記録した記録信号に連続する記録信号を第２の空き
領域に記録するには、該第２の空き領域の容量ｍ１として、この空き領域を記録中に第１
のトラックバッファ１０が「ＥＭＰＴＹ」近辺になるような所定以上の容量が必要となる
。これは、第２の空き領域の容量が所定以上ないと、第１のトラックバッファ１０の記憶
容量の残量が少なくならずに、次のシーク中に第１のトラックバッファ１０がオーバーフ
ローしてしまうためである。
【００７２】
　この場合、第２の空き領域が有すべき容量は、
「（Ａ－Ｂ）／Ａ＞ Ｔ／（ｍ／Ａ＋Ｔ）」であり、
「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」である。
【００７３】
　すなわち、転送レートの差に相当する第１のトラックバッファ１０の容量を、シーク時
間Ｔでの転送レートＢの容量が越えないようにしなければならない。前述のように、シー
ク時間Ｔは、入力信号の転送レートに応じて変化するため、実際に記録するときの転送レ
ートＢによって、記録に必要な空き領域の容量が変動することになる。
【００７４】
　具体的には、例えば外周から内周までの最大のシーク時間Ｔを３ｓｅｃ、入力信号の圧
縮後の転送レートＢを２Ｍｂｐｓ、ディスク１への記録再生の転送レートＡを１０Ｍｂｐ
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ｓとすると、空き領域ｍの容量としては７．５ＭＢ以上の容量が必要であり、シーク時間
Ｔを３ｓｅｃ、入力信号の圧縮後の転送レートＢを８Ｍｂｐｓ、ディスク１への記録再生
の転送レートＡを１０Ｍｂｐｓとすると、空き領域ｍの容量としては１２０ＭＢ以上必要
となる。
【００７５】
　また、「Ｆｕｌｌ」の値を第１のトラックバッファ１０の容量の上限値に設定してしま
うと、シーク時にオーバーフローを生じた場合には連続的なデータに欠損を生ずる虞があ
る。このため、図６に示すように第１のトラックバッファ１０には、該第１のトラックバ
ッファ１０の容量の例えば略２／３の値として「Ｆｕｌｌ２」が設定され、この「Ｆｕｌ
ｌ２」の値よりも低い略１／３の値に「Ｆｕｌｌ１」が設定されている。この「Ｆｕｌｌ
１」の値が第１のトラックバッファ１０の通常のワーク領域であり、「Ｆｕｌｌ１」から
「Ｆｕｌｌ２」までの間の容量が、シーク時にオーバーフローを生じないように確保して
いる上述の第１のトラックバッファ１０の容量Ｃであり、余裕分の記憶容量である。
【００７６】
　具体的には、例えば標準的な最大シーク時間Ｔを３ｓｅｃ、再生時の標準的な転送レー
トＢを８Ｍｂｐｓとした場合、この最大シーク時間Ｔの間、第１のトラックバッファ１０
に書き込まれるべきデータのデータ量は２４Ｍｂとなる。このため、前記「Ｆｕｌｌ１」
までの容量を２４Ｍｂとした場合、第１のトラックバッファ１０の容量は「Ｆｕｌｌ２」
までの容量として４８Ｍｂ必要となる。そして、誤り訂正処理やシステムのワーク領域等
に１８Ｍｂを用いるとすると、第１のトラックバッファ１０全体で６４Ｍｂの容量が必要
となる。この容量が６４ＭｂのＤＲＡＭは、現在、安価に入手可能であり、一時記憶用メ
モリとして最適である。従って、この６４ＭｂのＤＲＡＭを用いることにより、当該ＤＶ
Ｄ記録再生装置を安価に製作することができ、ユーザに対して安価に提供可能とすること
ができる。
【００７７】
　なお、前述のシーク時間の演算や空き領域の容量の演算等は、適宜簡略化してもよい。
また、例えばＲＯＭの中に予め演算した計算結果をテーブル化して記憶しておき、記録再
生時にこれを参照してシーク時間や空き領域の容量等を得るようにしてもよい。
【００７８】
　システムコントローラ３は、このような演算により全空き領域の容量を検出すると、該
各空き領域の容量に対して転送レート（この場合、８Ｍｂｐｓ）を乗算して記録可能時間
を計算し、ディスク１上の全空き領域の容量、及び８Ｍｂｐｓの転送レートの場合の記録
可能時間及び実効空き容量を前記表示部１５に表示制御する。なお、この場合、前記演算
の基準となる転送レートを８Ｍｂｐｓとしたため、８Ｍｂｐｓの転送レートの場合の記録
可能時間及び実効空き容量を表示部１５に表示制御することとしたが、これは、ユーザに
より４Ｍｂｐｓの転送レート、或いは２Ｍｂｐｓの転送レートが選択された場合は、４Ｍ
ｂｐｓ或いは２Ｍｂｐｓの転送レートの場合の記録可能時間及び実効空き容量が表示部１
５に表示制御されることとなる。
【００７９】
　次に、図５に示すステップＳ６では、システムコントローラ３が、ユーザからの記録開
始指示の有無を検出する。そして、ユーザから記録開始指示がなされるまで当該ステップ
Ｓ６を繰り返すことで記録待機状態となり、記録開始指示がなされたタイミングでステッ
プＳ７に進む。
【００８０】
　ステップＳ７では、システムコントローラ３が、前記ステップＳ５において決定した記
録順序に従って図１に示す入力端子１６を介して供給される記録信号を記録制御する。そ
して、ユーザから記録停止が指定されたタイミングで当該図５のフローチャートに示す全
ルーチンの実行が終了となる。
【００８１】
　なお、システムコントローラ３は、記録信号の記録が終了すると、この記録した記録信
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号と記録位置に関する情報をコントロール信号としてディスク１の前記コントロール領域
（図４（ａ）参照）に書き込み制御する。
【００８２】
　記録信号の具体的な記録形態は、図４（ｃ）～（ｅ）に示すようになっている。図４（
ｃ）は転送レートが２Ｍｂｐｓの場合の記録形態、図４（ｄ）は転送レートが４Ｍｂｐｓ
の場合の記録形態、図４（ｅ）は転送レートが８Ｍｂｐｓの場合の記録形態を示している
。
【００８３】
　まず、転送レートが２Ｍｂｐｓの場合における図４（ｃ）に示す例では、ファイル２、
ファイル４、ファイル６、ファイル８の記録信号を消去することで形成された各空き領域
の容量が順に大きく（容量：ファイル２＜ファイル４＜ファイル６＜ファイル８）、ファ
イル３よりファイル５のトータル距離が短く、また、ファイル５よりファイル７のトータ
ル距離が短くなっている。ファイル３よりファイル５のトータル距離が短いということは
、ファイル３のシーク時間よりもファイル５のシーク時間の方が短くなっている（シーク
時間：ファイル３＞ファイル５）。また、ファイル５よりファイル７のトータル距離が短
いということは、ファイル５のシーク時間よりもファイル７のシーク時間の方が短くなっ
ている（シーク時間：ファイル５＞ファイル７）。
【００８４】
　このような空き領域の状況において、その空き領域の前段に位置するデータファイルを
シークしている間に第１のトラックバッファ１０がＦｕｌｌとならなければその空き領域
に記録信号の記録をしても連続再生が可能となる。このため、転送レートが２Ｍｂｐｓで
ある場合には、図４（ｃ）に示すように、まず、ファイル１のデータ領域をシークにより
ジャンプし、ファイル２を消去することで形成された空き領域にファイル１１の記録信号
を記録し、ファイル３のデータ領域をシークによりジャンプし、ファイル４を消去するこ
とで形成された空き領域にファイル１２の記録信号を記録する。また、ファイル５のデー
タ領域をシークしてファイル６を消去することで形成された空き領域にファイル１３の記
録信号を記録し、ファイル７のデータ領域をシークしてファイル８を消去することで形成
された空き領域にファイル１４の記録信号を記録する。
【００８５】
　次に、空き領域の状況が図４（ｃ）に示す状況と同じ場合において、転送レートが４Ｍ
ｂｐｓである場合、転送レートが２Ｍｂｐｓの場合よりも第１のトラックバッファ１０に
記憶できる時間が短くなることで、例えばファイル１のデータ領域をシークによりジャン
プしている間に第１のトラックバッファ１０がＦｕｌｌとなってしまうとすると、図４（
ｄ）に示すように、ファイル２を消去することで形成された空き領域は不適当と判断して
記録信号の記録には用いない。
【００８６】
　そして、ファイル３のデータ領域をシークによりジャンプしてファイル４を消去するこ
とで形成された空き領域にファイル２１の記録信号の記録を行い、同様にファイル５、フ
ァイル７のデータ領域をシークによりジャンプしてファイル６、ファイル８を消去するこ
とで形成された各空き領域にファイル２２、ファイル２３の各記録信号をそれぞれ記録す
る。
【００８７】
　次に、空き領域の状況が図４（ｃ）に示す状況と同じ場合において、転送レートが８Ｍ
ｂｐｓである場合、転送レートが４Ｍｂｐｓの場合よりも第１のトラックバッファ１０に
記憶できる時間がさらに短くなることで、例えばファイル１及びファイル３のデータ領域
をシークによりジャンプしている間に第１のトラックバッファ１０がＦｕｌｌとなってし
まうとすると、図４（ｅ）に示すように、ファイル２を消去することで形成された空き領
域及びファイル４を消去することで形成された空き領域は不適当と判断して記録信号の記
録には用いない。
【００８８】
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　そして、ファイル５のデータ領域をシークによりジャンプしてファイル６を消去するこ
とで形成された空き領域にファイル３１の記録信号の記録を行い、ファイル７のデータ領
域をシークによりジャンプしてファイル８を消去することで形成された空き領域にファイ
ル３２の記録信号を記録する。
【００８９】
　以上の説明から明らかなように、当該第１の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置は、
　入力信号の圧縮後の転送レートを　　　Ｂ（Ｍｂｐｓ）、
　第１のトラックバッファ１０の容量を　Ｃ（Ｍｂ）、
　所定のシーク時間を　　　　　　　　　Ｔ（ｍｓｅｃ）
として「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」となる場合に、その空き領域を連続的な信号の記録再生が可能な空
き領域と判断して記録信号の記録を行う。
【００９０】
　また、
　ディスク１への記録再生の転送レートを　Ａ（Ｍｂｐｓ）、
　入力信号の圧縮後の転送レート　　　を　Ｂ（Ｍｂｐｓ）、
　所定の領域の記録容量　　　　　　　を　ｍ（Ｍｂ）
　所定のシーク時間　　　　　　　　　を　Ｔ（ｍｓｅｃ）、
として「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」となる場合に、その空き領域を連続的な信号
の記録再生が可能な空き領域と判断して記録信号の記録を行う。
【００９１】
　これにより、編集等によりディスク１上に空き領域が点在する状態となった場合でも、
動画等の連続した信号を切れ目無く記録再生可能とすることができる。
【００９２】
　また、全空き領域の容量や、所定の転送レート（この場合、８Ｍｂｐｓ）での記録可能
時間（及び実効空き容量）を表示することにより、ユーザに対してディスク１の空き領域
の有効利用の判断材料を提供することができる。このため、記録により無駄となるディス
ク１の空き領域を削減可能とすることができる。
【００９３】
　なお、この第１の実施の形態の説明では、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」及び「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／
（Ａ－Ｂ）」の両方を満足する場合に、その空き領域を連続的な信号の記録再生が可能な
空き領域と判断することとしたが、これは、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」或いは「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）
／（Ａ－Ｂ）」のいずれか一方で判断するようにしてもよい。
【００９４】
　次に、本発明の第２の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の説明をする。上述の第１の実
施の形態では、所定の転送レート（例えば８Ｍｂｐｓ）に基づいて連続記録再生を可能と
する空き領域を検索し、及び記録可能時間等を表示部１５に表示することとしたが、この
第２の実施の形態は、２Ｍｂｐｓ、４Ｍｂｐｓ及び８Ｍｂｐｓの各転送レートに基づいて
連続記録再生を可能とする空き領域を検索すると共に、各転送レート毎の記録可能時間等
を表示部１５に表示するようにした
ものである。
【００９５】
　この第２の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置のシステムコントローラ３が実行する記録
制御のフローチャートを図７に示す。なお、この図７に示すフローチャートの説明におい
ては、上述の第１の実施の形態と同じ動作を示すルーチンには、図５に示したフローチャ
ートのルーチンと同じステップ番号を付し、重複した説明を省略する。
【００９６】
　すなわち、この図７のフローチャートにおいて、第２の実施の形態のＤＶＤ記録再生装
置のシステムコントローラ３は、ステップＳ１～ステップＳ３のルーチンを実行すること
でディスク１上の全空き領域と、各空き領域間のデータ領域のシーク時間を上述のように
演算するとステップＳ１１に進む。
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【００９７】
　ステップＳ１１では、システムコントローラ３が、２Ｍｂｐｓ，４Ｍｂｐｓ，８Ｍｂｐ
ｓでの各転送レート（各記録モード）毎に、連続記録再生可能な空き領域を検出して、該
各転送レート毎の記録順序を決定すると共に、この結果に基づいて、各転送レート毎の記
録可能時間及び実効空き容量を算出してステップＳ１２に進む。
【００９８】
　ステップＳ１２では、システムコントローラ３が、図８に示すようにディスク１上の全
空き領域の容量、及び各転送レート毎の記録可能時間（及び実効空き容量）を表示部１５
に表示制御してステップＳ１３に進む。このように、各転送レート毎の記録可能時間（及
び実効空き容量）等を表示部１５に表示することで、ユーザは、所望の転送レートの選択
が可能となる。この転送レートの選択は、図１に示す操作部２を介して行われる。
【００９９】
　なお、図８において、全空き領域の容量が２ＧＢであるのに対して、実行空き領域が１
．０ＧＢ、１．５ＧＢ等のように少なくなっているが、これは、後に説明するように記録
に不適当と判断された空き領域（容量不足の空き領域）は使用せずに、記録に適当と判断
された空き領域のみ使用して記録情報の記録を行うためである。
【０１００】
　ステップＳ１３では、システムコントローラ３が、ユーザにより所望の転送レートの選
択がなされたか否かを判別する。そして、所望の転送レートの選択がなされていない場合
は（Ｎｏの場合は）転送レートの入力待ち状態となり、当該ステップＳ１３を繰り返し実
行し、所望の転送レートの選択がなされた場合は（Ｙｅｓの場合は）ステップＳ１４に進
む。
【０１０１】
　ステップＳ１４では、システムコントローラ３が、ユーザにより選択された転送レート
に対応する連続記録再生可能な空き領域を検出すると共に、この記録順序を決定してステ
ップＳ１５に進む。ステップＳ１５では、システムコントローラ３が、図１に示す入力端
子１６を介して記録すべき記録信号の入力がなされたか否かを判別し、記録信号の入力が
なされない場合は（Ｎｏの場合は）、記録信号の入力がなされるまで当該ステップＳ１５
のルーチンを繰り返し実行し、記録信号の入力がなされた場合は、ステップＳ７に進む。
そして、このステップＳ７において、上述のように連続記録再生可能な空き領域に記録信
号を順次記録し、この図７に示すフローチャートの全ルーチンを終了する。
【０１０２】
　以上の説明から明らかなように、当該第２の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置は、各転
送レート毎に連続記録再生が可能な空き領域を検索すると共に、各転送レート毎の記録可
能時間等を表示部１５に表示することにより、ユーザに対して
転送レート（記録モード）を選択するうえでの判断材料を提供することができ、無駄な空
き領域の発生を削減することができる他、上述の第１の実施の形態と同じ効果を得ること
ができる。
【０１０３】
　次に、本発明の第３の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の説明をする。上述の第２の実
施の形態では、各転送レート毎の連続記録再生可能な空き領域を検索することとしたが、
この第３の実施の形態は、連続記録再生可能な空き領域の最低限の容量を各転送レート毎
に予め決定し、この最低限の容量以下の容量の空き領域は該容量検出の演算を省略するこ
とで、各転送レート毎の連続記録再生可能な空き領域の検索時間の短縮化を図ったもので
ある。
【０１０４】
　この第３の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置のシステムコントローラ３が実行する記録
制御のフローチャートを図９に示す。なお、この図９に示すフローチャートの説明におい
ては、上述の第２の実施の形態と同じ動作を示すルーチンには、図７に示したフローチャ
ートのルーチンと同じステップ番号を付し、重複した説明を省略する。
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【０１０５】
　すなわち、この図９のフローチャートにおいて、第３の実施の形態のＤＶＤ記録再生装
置は、ステップＳ１及びステップＳ２においてシステムコントローラ３が上述のようにデ
ィスク上の各空き領域の位置と容量を検出するとステップＳ２１に進む。
【０１０６】
　ステップＳ２１では、システムコントローラ３が各空き領域の容量を算出すると共に、
各空き領域のうち、容量が所定の容量以下の空き領域は記録不可と判断してステップＳ２
２に進む。
【０１０７】
　具体的には、システムコントローラ３は、転送レートが８Ｍｂｐｓの場合は８ＭＢ以下
の容量の空き領域は記録不可と判断し、転送レートが４Ｍｂｐｓの場合は４ＭＢ以下の容
量の空き領域は記録不可と判断し、転送レートが２Ｍｂｐｓの場合は２ＭＢ以下の容量の
空き領域は記録不可と判断する。或いは、転送レートに関係なく、８ＭＢ以下の容量の空
き領域は記録不可と判断するようにしてもよい。
【０１０８】
　次にステップＳ２２では、システムコントローラ３が、前記ステップＳ２１で記録可能
と判断した空き領域間のシーク時間を計算すると共に、各記録モードでの転送レートと、
第１のトラックバッファ１０の容量と前記計算したシーク時間とに基づいて、各転送レー
ト毎の連続記録再生可能な空き領域を検出する。そして、連続記録再生可能な空き領域に
対する記録順序を決定すると共に、各転送レート毎の記録可能時間を計算してステップＳ
１２に進む。
【０１０９】
　ステップＳ１２では、システムコントローラ３が、図８を用いて説明したようにディス
ク上の全空き領域の容量と共に、各転送レート毎の記録可能時間等を表示部１５に表示制
御する。そして、ステップＳ１３～ステップＳ１５及びステップＳ７において、ユーザに
より選択された転送レートで記録信号の記録を行い当該図９のフローチャートに示す全ル
ーチンを終了する。
【０１１０】
　以上の説明から明らかなように、当該第３の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置は、連続
記録再生可能な空き領域の最低限の容量を各転送レート毎に予め決定し、この最低限の容
量以下の容量の空き領域は該容量検出の演算を省略することで、各転送レート毎の連続記
録再生可能な空き領域の検索時間の短縮化を図ることができる他、上述の第２の実施の形
態と同じ効果を得ることができる。
【０１１１】
　次に、本発明の第４の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の説明をする。上述の各実施の
形態では、記録される記録信号のデータ量に制限は無く、記録時に記録可能な容量を有し
ているか否かを各空き領域毎に判断することとしたが、この第４の実施の形態は、記録す
る記録信号のデータ量を所定のデータ量以上とすることで、データが削除された場合に形
成される空き領域の容量も所定の容量以上として、空き領域の容量の計算をすることなく
、そのまま記録信号の記録を可能としたものである。
【０１１２】
　この第４の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置のシステムコントローラ３が実行する記録
制御のフローチャートを図１０に示す。この図１０のフローチャートにおいて、第４の実
施の形態のＤＶＤ記録再生装置は、ステップＳ３０において、ディスク１に記録されてい
るコントロールデータを取り込み、ステップＳ３１に進む。ステップＳ３１では、システ
ムコントローラ３が、この取り込んだコントロールデータに基づいて、各データ領域の間
の容量を検出することで各空き領域の位置及び容量を検出しステップＳ３２に進む。
【０１１３】
　以下に説明するが、当該第４の実施の形態では、ステップＳ３２で検出される空き領域
の容量が、どの転送レートで記録信号に記録を行っても連続記録再生が可能な容量となっ
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ている。
【０１１４】
　ステップＳ３２では、システムコントローラ３が、ユーザから記録の指定がなされたか
否かを判別し、記録の指定がなされない場合は（Ｎｏの場合は）該記録の指定がなされる
まで当該ステップＳ３２のルーチンを繰り返し実行する待機状態となり、記録の指定がな
されたタイミングでステップＳ３３に進む。
【０１１５】
　ステップＳ３３では、システムコントローラ３が、図４（ａ）～（ｅ）を用いて説明し
たように各空き領域に対して記録信号の記録を行いステップＳ３４に進む。但し、この場
合、システムコントローラ３は、記録信号が例えば最低８ＭＢとなるようにして記録を行
う。もし、記録する記録信号が８Ｍｂに満たない場合は、以下に説明するステップＳ３６
で形成されたダミーデータを記録信号に付加することで全データ量を８ＭＢとして記録を
行う。
【０１１６】
　ステップＳ３４では、システムコントローラ３が、全ての記録信号の記録が終了したか
否かを判別し、Ｎｏの場合はステップＳ３３に戻って記録信号の記録を継続し、Ｙｅｓの
場合はステップＳ３５に進む。
【０１１７】
　ステップＳ３５では、システムコントローラ３が、その空き領域に対して該空き領域が
有する容量分の記録信号の記録を行ったか否か、言い換えれば記録信号を記録することで
その空き領域が全て記録信号で埋まったか否かを判別し、Ｙｅｓの場合はそのまま当該図
１０に示すフローチャートの全ルーチンを終了し、Ｎｏの場合はステップＳ３６に進む。
【０１１８】
　ステップＳ３６では、その空き領域が全て記録信号で埋まっていないため、その空き領
域の記録信号が記録された領域以外の領域を埋めるためのダミーデータ（例えばヌルデー
タ）を、信号処理回路８が形成してステップＳ３３に戻る。ステップＳ３３では、上述の
ようにシステムコントローラ３が、記録信号にダミーデータを付加することにより、該記
録信号のデータ容量を８Ｍｂとして記録を行う。
【０１１９】
　なお、システムコントローラ３は、記録終了後に、該記録した記録信号に対応するコン
トロールデータとして、前記ダミーデータを含めた終了位置を記録する。
【０１２０】
　以上の説明から明らかなように、当該第４の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置は、記録
する記録信号の最低限の容量が定められている（この例では８ＭＢ）。このため、編集等
により記録信号が削除された場合でも、空き領域の容量は最低８ＭＢ以上となる。従って
、２Ｍｂｐｓ、４Ｍｂｐｓ、８Ｍｂｐｓのいずれの転送レートにおいても記録信号の記録
を可能とすることができる。従って、空き領域の容量の検出を省略することができ、記録
信号の記録までに要する時間を大幅に短縮化することができる他、上述の各実施の形態と
同じ効果を得ることができる。
【０１２１】
　最後に、上述した各実施の形態の説明は本発明の一例である。このため、本発明は上述
の実施の形態に限定されることはない。例えば、上述の各実施の形態は、本発明をＤＶＤ
に対して記録再生を行うＤＶＤ記録再生装置に適用した例であったが、本発明は、いわゆ
るハードディスク（ＨＤＤ）等の他の記録媒体に対して記録再生を行う装置に適用しても
よい。また、一時記憶手段として、６４ＭバイトのＤＲＡＭの第１のトラックバッファ１
０を用いることとしたが、これは、例えばＨＤＤ等の記録装置を用いてもよい。そして、
上述した各実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれ
ば、設計等に応じて種々の変更が可能であることはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
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【図１】本発明に係る記録装置を適用した第１の実施の形態となるＤＶＤ記録再生装置の
概略的なブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の記録時における、各転送レー
ト毎の第１のトラックバッファの記憶領域の占有量の遷移を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の再生時における、各転送レー
ト毎の第１のトラックバッファの記憶領域の占有量の遷移を示す図である。
【図４】ディスク上に点在する空き領域、及び各転送レートに応じて各空き領域に記録さ
れる記録信号の記録位置を説明するためのディスクの模式図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の記録動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図６】前記第１のトラックバッファの記憶領域の占有量の遷移、及び記録信号の記録タ
イミングを説明するための図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の記録動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図８】各転送レート毎に算出され表示される記録可能時間等の表示例を示す図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の記録動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１０】本発明の第４の実施の形態のＤＶＤ記録再生装置の記録動作を説明するための
フローチャートである。
【符号の説明】
【０１２３】
　１…ディスク、２…操作部、３…システムコントローラ、４…サーボ制御回路
、５…ドライバ、６…光学ピックアップ、７…プリアンプ、８…信号処理回路、
９…スピンドルモータ、１０…第１のトラックバッファ、１１…ＡＶ符号化復号化部、１
２…第２のトラックバッファ、１３…スピーカ部、１４…表示制御部、１５…表示部、１
６…記録信号の入力端子
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月21日(2008.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項１に記載の本発明に係る記録装置は、上述の課題を解決するための手段として、
少なくとも記録時における記録情報の転送レートの差を吸収する一時記憶手段と、記録媒
体上の記録情報の少なくとも記録位置を示す位置情報が記録されている管理領域から該位
置情報の再生を行う位置情報再生手段と、前記位置情報再生手段により再生された位置情
報に基づいて、記録媒体上の記録情報が記録されている記録領域に対する空き領域を検出
する空き領域検出手段と、前記空き領域検出手段で検出された各空き領域の前後に位置す
る記録領域から前記空き領域までシークするのに要する時間を「Ｔ」、記録時における記
録媒体に対する記録情報の転送レートを「Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記空
き領域検出手段で検出された空き領域の容量を「ｍ」として、「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（
Ａ－Ｂ）」を満足する場合に、その空き領域を、連続的な記録情報の記録再生が可能な空
き領域として検出する記録可能空き領域検出手段と、前記記録媒体に記録する記録情報の
情報量を検出する情報量検出手段と、前記情報量検出手段で検出された記録情報の情報量
が所定の情報量以下であった場合、該記録情報の情報量を所定の情報量とするためのダミ
ー情報を形成するダミー情報形成手段と、前記ダミー情報形成手段で形成されたダミー情
報を記録情報に付加することにより、該記録情報の情報量を所定の情報量として前記空き
領域検出手段により検出された空き領域に、前記一時記憶手段を介して記録する記録手段
とを有する。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
請求項２に記載の本発明に係る記録装置は、上述の課題を解決するための手段として、少
なくとも記録時における記録情報の転送レートの差を吸収する一時記憶手段と、記録媒体
上の記録情報の少なくとも記録位置を示す位置情報が記録されている管理領域から該位置
情報の再生を行う位置情報再生手段と、前記位置情報再生手段により再生された位置情報
に基づいて、記録媒体上の記録情報が記録されている記録領域に対する空き領域を検出す
る空き領域検出手段と、前記空き領域検出手段で検出された各空き領域の前後に位置する
記録領域から前記空き領域までシークするのに要する時間を「Ｔ」、記録時における記録
媒体に対する記録情報の転送レートを「Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記一時
記憶手段の容量を「Ｃ」、前記空き領域検出手段で検出された空き領域の容量を「ｍ」と
して、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」及び「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」を満足する場合に、その
空き領域を、連続的な記録情報の記録再生が可能な空き領域として検出する記録可能空き
領域検出手段と、前記記録媒体に記録する記録情報の情報量を検出する情報量検出手段と
、前記情報量検出手段で検出された記録情報の情報量が所定の情報量以下であった場合、
該記録情報の情報量を所定の情報量とするためのダミー情報を形成するダミー情報形成手
段と、前記ダミー情報形成手段で形成されたダミー情報を記録情報に付加することにより
、該記録情報の情報量を所定の情報量として前記空き領域検出手段により検出された空き
領域に、前記一時記憶手段を介して記録する記録手段とを有する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項１に記載の本発明に係る記録装置は、少なくとも記録時における記録情報の転送
レートの差を吸収する一時記憶手段と、記録媒体上の記録情報の少なくとも記録位置を示
す位置情報が記録されている管理領域から該位置情報の再生を行う位置情報再生手段と、
前記位置情報再生手段により再生された位置情報に基づいて、記録媒体上の記録情報が記
録されている記録領域に対する空き領域を検出する空き領域検出手段と、前記空き領域検
出手段で検出された各空き領域の前後に位置する記録領域から前記空き領域までシークす
るのに要する時間を「Ｔ」、記録時における記録媒体に対する記録情報の転送レートを「
Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記空き領域検出手段で検出された空き領域の容
量を「ｍ」として、「ｍ＞（Ａ×Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」を満足する場合に、その空き領
域を、連続的な記録情報の記録再生が可能な空き領域として検出する記録可能空き領域検
出手段と、前記記録媒体に記録する記録情報の情報量を検出する情報量検出手段と、前記
情報量検出手段で検出された記録情報の情報量が所定の情報量以下であった場合、該記録
情報の情報量を所定の情報量とするためのダミー情報を形成するダミー情報形成手段と、
前記ダミー情報形成手段で形成されたダミー情報を記録情報に付加することにより、該記
録情報の情報量を所定の情報量として前記空き領域検出手段により検出された空き領域に
、前記一時記憶手段を介して記録する記録手段とを有するので、記録情報の転送レートに
応じた空き領域を検出することができ、この空き領域に対して選択的に記録情報の記録再
生を行うことで、記録情報の転送レートに応じた連続的な記録再生を可能とすることがで
きると共に、記録情報の削除を行って、空き領域が形成されても、ダミー情報の付加によ
り空き領域の容量の検出を行うことなく記録情報の記録を可能とすることができ、記録情
報の記録に要する時間の短縮化を図ることができる。
　請求項２に記載の本発明に係る記録装置は、少なくとも記録時における記録情報の転送
レートの差を吸収する一時記憶手段と、記録媒体上の記録情報の少なくとも記録位置を示
す位置情報が記録されている管理領域から該位置情報の再生を行う位置情報再生手段と、
前記位置情報再生手段により再生された位置情報に基づいて、記録媒体上の記録情報が記
録されている記録領域に対する空き領域を検出する空き領域検出手段と、前記空き領域検
出手段で検出された各空き領域の前後に位置する記録領域から前記空き領域までシークす
るのに要する時間を「Ｔ」、記録時における記録媒体に対する記録情報の転送レートを「
Ａ」、記録情報の転送レートを「Ｂ」、前記一時記憶手段の容量を「Ｃ」、前記空き領域
検出手段で検出された空き領域の容量を「ｍ」として、「Ｃ／Ｂ＞Ｔ」及び「ｍ＞（Ａ×
Ｂ×Ｔ）／（Ａ－Ｂ）」を満足する場合に、その空き領域を、連続的な記録情報の記録再
生が可能な空き領域として検出する記録可能空き領域検出手段と、前記記録媒体に記録す
る記録情報の情報量を検出する情報量検出手段と、前記情報量検出手段で検出された記録
情報の情報量が所定の情報量以下であった場合、該記録情報の情報量を所定の情報量とす
るためのダミー情報を形成するダミー情報形成手段と、前記ダミー情報形成手段で形成さ
れたダミー情報を記録情報に付加することにより、該記録情報の情報量を所定の情報量と
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して前記空き領域検出手段により検出された空き領域に、前記一時記憶手段を介して記録
する記録手段とを有するので、記録情報の転送レートに応じた空き領域をさらに正確に検
出することができ、この空き領域に対して選択的に記録情報の記録再生を行うことで、記
録情報の転送レートに応じた連続的な記録再生を可能とすることができると共に、記録情
報の削除を行って、空き領域が形成されても、ダミー情報の付加により空き領域の容量の
検出を行うことなく記録情報の記録を可能とすることができ、記録情報の記録に要する時
間の短縮化を図ることができる。
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